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平成２９年度第１回宮城県医療審議会議事録 

 

 日  時：平成２９年５月３０日（火）午後６時から午後６時４０分まで 

 場  所：宮城県行政庁舎９階 第一会議室 

 出席委員：２５名(下瀬川徹委員，藤森研司委員，八重樫伸生委員，福田寛委員，柏木誠委員，佃祥子委員，水野

紀子委員，加藤由美委員，嘉数研二委員，佐藤和宏委員，永井幸夫委員，岩舘敏晴委員，橋本

省委員，髙橋克子委員，板橋隆三委員，赤石隆委員，細谷仁憲委員，新沼康弘委員，保科郷雄

委員，佐藤昭委員，大橋敬一委員，髙橋祥允委員，佐々木美和子委員，大友富子委員，村上伸

子委員) 

 欠席委員： ３名(吉田俊子委員，佐々木孝雄委員，山田司郎委員) 

 

司会 

（樋口副参事） 

 

 

嘉数会長 

 

司会 

（樋口副参事） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉数会長 

 

  

 

 

 

 

各委員 

 

嘉数会長 

 

福田委員・村上委員 

 

嘉数会長 

  

 皆様，本日はお忙しい中御出席をいただきまして誠にありがとうございます。ただ今から「宮

城県医療審議会」を始めさせていただきます。開会にあたりまして，医療審議会の嘉数会長に御

挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

【あいさつ】 

 

ありがとうございました。 

会議に先立ちまして，事務局から皆様に御報告をさせていただきます。 

今回の審議会から新たに，東北大学病院病院長八重樫伸生様と宮城県医師会常任理事赤石隆様

の御二方に新たに委員に御就任をしていただいておりますので，御紹介をさせていただき，御報

告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

続きまして，会議の成立について御報告をさせていただきます。 

宮城県医療審議会は，医療法施行令の規定に基づきまして，「委員の過半数が出席していなけれ

ば，会議を開き，議決を行うことができない。」とされております。 

本日の審議会には委員２８人のうち２５名の皆様に御出席をいただいておりますので，本審議

会が成立しておりますことをまず始めに御報告をさせていただきます。 

審議会の進行につきましては，「宮城県医療審議会運営要綱」の規定に基づきまして，会長が議

長となることとされておりますので，この後の議事は，嘉数会長にお願いをいたします。 

 

はじめに，傍聴者の皆様にお知らせがあります。会議を傍聴するにあたっては，私の指示に従

っていただくとともに，会議開催中は静粛にしてください。また，会議の支障となる行為は行わ

ないでください。私の指示に従わないときは，退場していただく場合がありますのでよろしくお

願いします。 

それでは，議事の前に，本日の議事録署名委員２名を選出したいと思います。特に発言がなけ

れば，こちらから御指名してよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

それでは，福田委員と村上委員に議事録署名委員をお願いします。 

  

【各委員承諾】 

 

 それでは，第１号議案の審議に入ります。 
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事務局 

（三浦医務班長） 

 

嘉数会長 

 

細谷委員 

 

 

渡辺保健福祉部長 

 

 

 

 

 

 

細谷委員 

 

 

 

 

 

 

渡辺保健福祉部長 

 

 

細谷委員 

 

嘉数会長 

 

各委員 

 

嘉数会長 

 

 

各委員 

 

嘉数会長 

 

 

事務局 

（木村企画推進班長） 

 

 第１号議案「宮城県医療審議会運営要綱の一部改正について」事務局から説明願います。 

 

 【説明】 

 

 

 ただいまの事務局からの説明につきまして，御意見・御質問等ございましたらお願いします。 

 

名称変更について，従来の「医療整備課」が「医療政策課」に変わったということであります

が，内容的にどのような意義があるのか説明をしていただければと思います。 

 

従来の「医療整備」という名称はハードを整備するというニュアンスも感じられるということ

もありまして，「医療政策」という面を強く押し出していくという意味で「医療政策課」としてい

ます。「医療政策課」の名称変更に伴いまして，かつての「医師確保対策室」も「医療人材対策室」

と名称変更しまして，かつての医療整備課で所管しておりました看護師の人材育成といった面に

ついては，医療人材対策室に集約したということも併せてやっておりまして，「医療政策」を所管

している課ということをはっきりさせるという意味で「医療政策課」と変わっています。 

 

今までのハードの部分に関しては医療整備課でやっていたけれども，その部分は一定程度目的

が達したという意味合いがあるのでしょうか。「整備」という事業は「政策」というものに内容的

に変わっていたと，「整備」というものは目的を達したということと理解してよろしいでしょうか。

あるいは，「医療整備」というものがどこかの課に移行するのか，ハードの部分の内容が徐々に減

ってきて「政策」そのものの方に重点的になったという説明だったと思いますが，ハードの部分

はどこかに移っていくんですか。 

 

ハードの整備についても，引き続き担っていきます。説明の仕方が誤解を与えたかもしれませ

んが，ハードの整備も力を入れていくという点では変わりはありません。 

 

ありがとうございます。理解できました。 

 

その他，御質問ございませんか。 

 

【質疑等なし】 

 

その他になければ，「宮城県医療審議会運営要綱の一部改正について」は異議なしということで

よろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

続いて，報告事項に入りたいと思います。報告事項（１）「平成２８年度病床機能報告の概要に

ついて」事務局からお願いします。 

 

【説明】 
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嘉数会長 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

 

事務局 

（三浦医務班長） 

 

嘉数会長 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

事務局 

（木村企画推進班長） 

 

嘉数会長 

 

村上委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（木村企画推進班長） 

 

 

 

ただいまの事務局の説明につきまして何か御質問等ございませんでしょうか。 

 

【質疑等なし】 

 

特になければ，「平成２８年度病床機能報告の概要について」は異議なしということでよろしい

でしょうか。 

 

【異議なし】 

 

それでは次に報告事項(２)「平成２８年度第２回宮城県医療審議会医療法人部会の審議結果に

ついて」事務局お願いします。 

 

【説明】 

 

 

ただいまの事務局の説明に対しまして，何か御質問等ございませんでしょうか。 

 

【質疑等なし】 

 

無いようでしたら，「平成２８年度第２回宮城県医療審議会医療法人部会の審議結果について」

はこれでよろしいでしょうか。 

  

【異議なし】 

 

それでは次に報告事項(３)「第７次宮城県地域医療計画の策定について」事務局お願いします。 

 

【説明】 

 

 

ただいまの事務局の説明に対しまして，何か御質問等ございませんでしょうか。 

 

２点ございます。 

まずは１ページの「第７次計画の策定」に関して，「（２）第６次計画からの主な見直し事項」

の中で，従来５年間だったものが今回６年間に１年間長くなった主な理由は何かということが１

点です。 

続きまして，２ページ目の一番上の行，「へき地保健医療計画」と「周産期医療体制整備計画」

を一本化ということで，「へき地保健医療計画」の中に「周産期医療体制整備計画」が入ってしま

うということは，小児科医療等もこの医療計画の中に一本化するのでしょうか。 

 

１点目の御質問，計画期間が５年から６年に変更されたということにつきましては，今回，医

療・介護の連携といたしまして，介護保険事業計画あるいは事業支援計画と整合性を取ることと

されておりまして，今年度，同じく改定予定となっている「介護保険事業計画」が３年ごとに改

正されているということを受けまして，見直しのサイクルの一致を図ったということでございま

す。 
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村上委員 

 

嘉数会長 

 

 

嘉数会長 

 

佐藤和宏委員 

 

 

 

 

千葉医療政策課長 

 

 

 

嘉数会長 

 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

 

委員 

 

嘉数会長 

 

委員・事務局 

 

嘉数会長 

 

司会 

（樋口副参事） 

 

２点目につきましては，こちらの説明の仕方が足りなかったかと思いますけれども，２ページ

目の１つ目の白丸のところですが，「へき地保健医療計画」それから「周産期医療体制整備計画」，

これを一本にということではありませんで，「へき地保健医療計画」を「医療計画」の中に一本化，

「周産期医療体制整備計画」を「医療計画」の方に一本化するというものでございます。 

 

認識不足で大変失礼いたしました。ありがとうございます。 

 

今御質問があったように理解しがちかなと思うんで，表現変えたらいいんじゃないですか。よ

ろしくお願いします。 

 

その他，御質問等ございませんでしょうか。 

 

要望ですけれども，このスケジュールがものすごいタイトでですね，２ページの「４ 主なス

ケジュール（予定）」というのが，策定懇話会が７月・８月・１０月・１月と，これの他に３ペー

ジに参考としてありました「地域医療構想調整会議」というのがまたあるわけでございますので，

なるべく御配慮いただければありがたいなということで，参考までにお願い申し上げます。 

 

御指摘のとおりでございますので，委員の皆様それぞれ他のいろいろな委員も兼ねていらっし

ゃるとお聞きしておりますので，開催時間ですとか，兼ねられるものがあれば兼ねるとか，その

辺は先生方と相談させていただきたいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

よろしくお願いを致します。 

その他，御質問・御意見等はございますでしょうか。 

 

【質疑等なし】 

 

他に無いようでしたら，「第７次宮城県地域医療計画の策定について」，今ありました御意見を

入れてですね，お願いをしたいということでよろしいでしょうか。 

  

【異議なし】 

 

最後にその他ということでございます。委員の皆様，事務局から何かございますでしょうか。 

 

【質疑等なし】 

 

これで医療審議会の議事を終了したいと思います。 

 

皆様，慎重な御審議ありがとうございました。 

この後，この会議終了後ですけれども，医療法人部会の委員の皆様におかれましては，この後，

４５分を目処に法人部会の方を開催したいと思いますので，今御着席の席で結構でございますの

で，御着席をいただきたいと思います。これをもちまして本日の医療審議会を終了致します。お

忙しい中御出席をいただきましてありがとうございました。 
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議事録署名委員署名               印 

 

 

議事録署名委員署名               印 


